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北九州市告示第７０号 

 北九州市子ども医療費支給要綱及び北九州市重度障害者医療費支給要綱の一

部を改正する告示を次のように定める。 

  令和３年３月２９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市子ども医療費支給要綱及び北九州市重度障害者医療費支 

給要綱の一部を改正する告示 

 （北九州市子ども医療費支給要綱の一部改正） 

第１条 北九州市子ども医療費支給要綱（昭和４８年北九州市告示第１０７号

）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「（第２条第１号エに該当する子どもにあっては、入院に

要する費用に限る。以下同じ。）」を削り、「とする」を「とし、同号エに

該当する子どもに係る入院外に要する費用については保険医療機関等（薬局

を除く。）ごとに１月につき１，６００円を除いた額とする」に改める。 

 （北九州市重度障害者医療費支給要綱の一部改正） 

第２条 北九州市重度障害者医療費支給要綱（昭和４９年北九州市告示第２３

１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「１２歳」を「１５歳」に、「第１５条第３項第３号」を

「第１５条第３項第２号」に改める。 

  付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第２条中北九州市

重度障害者医療費支給要綱第４条第１項の改正規定（「第１５条第３項第３

号」を「第１５条第３項第２号」に改める部分に限る。）は、同年３月２９

日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の北九州市子ども医療費支給要綱第４条第１項

の規定及び第２条の規定による改正後の北九州市重度障害者医療費支給要綱

第４条第１項の規定は、この告示の施行の日以後に行われる医療に係る医療

費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の支給につい

ては、なお従前の例による。 
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北九州市公告第１９３号

 福岡県知事より次の北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可に

係る図書の写しの送付を受けたので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第６３条第２項において準用する同法第６２条第２項の規定により、これを

北九州市建設局道路部道路建設課において公衆の縦覧に供する。

  令和３年３月２９日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

 ３・２・４４－１０号９号線
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北九州市公告第１９４号

 北九州広域都市計画道路事業の事業計画の変更の認可の告示（令和３年福岡

県告示第３９０号）があったので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第６６条の規定により次のとおり公告する。

  令和３年３月２９日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 都市計画事業の種類

  道路事業

２ 都市計画事業の名称及び事業地の所在

名  称 所  在

３・２・４４－１０号９号線 北九州市小倉南区下南方一丁目、下南

方二丁目、高野一丁目、高野二丁目、

長尾一丁目、長尾二丁目、長尾四丁目

及び長尾五丁目

３ 施行者の名称

  北九州市

４ 事務所の所在地

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路建設課

 なお、事業地の詳細については、本事業に関する図書を上記の事務所におい

て縦覧に供している。
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北九州市公告第１９５号

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和３年３月２９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  Microsoftソフトウェアライセンス包括使用契約（ EES ） 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市教育委員会事務局学校支援部学事課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年２月２５日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社大塚商会北九州営業所 

  北九州市小倉北区浅野二丁目１４番１号 

５ 落札金額 

  ３，７４８万２，７２０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和３年１月１５日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市上下水道局告示第４号

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市上

下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号）第３６条の

２第１項の規定により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１６の２第１項の規定に基づき定めた宗像地区事務組合と北九州市との間にお

ける水道事業に係る事務の代替執行に関する規約第２条に規定する水道料金及

び手数料等のうち給水装置に係るものの徴収事務を次のとおり委託した。

  令和３年３月２９日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信  

受 託 者
委 託 期 間

名 称 住 所

株式会社北九州ウォー

ターサービス

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号

令和３年４月１日か

ら令和４年３月３１

日まで
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北九州市選挙管理委員会告示第１６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和３年３月２４日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，８６０人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万８，８３４人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万７，４９１人 

  小倉北区 ５万９１３人 

  小倉南区 ５万８，３０４人 

  若松区  ２万２，７７７人 

  八幡東区 １万８，６６０人 

  八幡西区 ７万６３人 

  戸畑区  １万６，１２８人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万２，１６７人 
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北九州市選挙管理委員会告示第１７号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における候補者の選挙

運動に関する収支報告書の訂正の届出がされたので、令和３年３月１日付北九

州市選挙管理委員会告示第１３号で告示した収支報告書の要旨の一部を別紙の

とおり改める。 

  令和３年３月２４日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 
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（訂正前）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

（訂正後）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

報告書受理年月日 令和３年３月１０日 第２回報告分
ポスターの作成

支出のうち
公費負担相当額

８１４,０００
報告書受理年月日 令和３年３月１０日 第２回報告分

支出のうち
公費負担相当額

８１４,０００

４,１６５,９５３ ２,３１３,１７３
項目 金　額

ビラの作成 ５６,０００

０ １２,２６０
４,１６５,９５３ ２,３００,９１３

０
０ １２,２６０

０
０ ００ 件

０
０

０
０

（氏名・団体名）
０

０ ０

第２回分
出納責任者氏名 大石　照志

令和３年
３月８日

まで

０

から

ポスターの作成

候補者氏名 大石　仁人
所属
党派

無所属
期間

令和３年
３月８日

４,１６５,９５３ ２,３１３,１７３
項目 金　額

ビラの作成 ５６,０００

０ １２,２６０
４,１６５,９５３ ２,３００,９１３

０
０ ０

０
０ ００ 件

０
０

期間

令和３年
３月８日

１２,２６０
０

０
（氏名・団体名）

０
０ ０

から
第２回分

出納責任者氏名 大石　照志
令和３年
３月８日

まで

候補者氏名 大石　仁人
所属
党派

無所属
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（訂正前）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

（訂正後）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

報告書受理年月日 令和３年２月１２日 第１回報告分

０ ０
３,５００,０００ ２,７７５,５６６

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０

ポスターの作成 ９０２,０００

０
３,５００,０００ ８４,９６９

３,５００,０００ ２,７７５,５６６

２９,６１９
０ 件 ０ ２７,３２８

１,１６８,８８０
４４４,９００

２９８,７６０
０

６２１,０００
（氏名・団体名）

１００,１１０
０ ０

から
第１回分

出納責任者氏名 中村　美知子
令和３年
２月９日

まで

９０２,０００
報告書受理年月日 令和３年２月１２日 第１回報告分

候補者氏名 中村　義雄
所属
党派

無所属
期間

令和２年
１２月７日

０ ０
３,５００,０００ ２,７７５,４５６

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０

ポスターの作成

０
３,５００,０００ ８４,９６９

３,５００,０００ ２,７７５,４５６

２９,６１９
０ 件 ０ ２７,３２８

１,１６８,８８０
４４４,９００

２９８,６５０
０

所属
党派

無所属

６２１,０００
（氏名・団体名）

１００,１１０
０ ０

期間

令和２年
１２月７日

から
第１回分

出納責任者氏名 中村　美知子
令和３年
２月９日

まで

候補者氏名 中村　義雄
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（訂正前）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

（訂正後）

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

報告書受理年月日 令和３年２月２３日 第２回報告分

３,５００,０００ ２,７７５,５６６
３,５００,０００ ２,７８８,４４０

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０
ポスターの作成 ９０２,０００

０
１２,８７４

０ １２,８７４

０
０ 件 ０ ０

０
０

０
０

０
（氏名・団体名）

０
０ ０

から
第２回分

出納責任者氏名 中村　美知子
令和３年
２月１６日

まで

９０２,０００
報告書受理年月日 令和３年２月２３日 第２回報告分

候補者氏名 中村　義雄
所属
党派

無所属
期間

令和３年
２月１０日

３,５００,０００ ２,７７５,４５６
３,５００,０００ ２,７８８,３３０

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０
ポスターの作成

０
１２,８７４

０ １２,８７４

０
０ 件 ０ ０

０
０

０
０

所属
党派

無所属

０
（氏名・団体名）

０
０ ０

期間

令和３年
２月１０日

から
第２回分

出納責任者氏名 中村　美知子
令和３年
２月１６日

まで

候補者氏名 中村　義雄
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北九州市選挙管理委員会告示第１８号 

 令和３年１月３１日執行の北九州市議会議員一般選挙における候補者の選挙

運動に関する第２回目以降の収支報告書の要旨は、別紙のとおりである。 

  令和３年３月２４日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 富 増 健 次 
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１　選挙の種類　　
　　令和３年１月３１日執行　北九州市議会議員一般選挙（門司区選挙区）　　
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

円
３　報告書の要旨

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

（法定選挙運動費用額）

第３回報告分

５,７５３,０００

報告書受理年月日 令和３年２月２５日

０

０

０

件

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

０
（氏名・団体名）

０

３,０００,０００
３,０００,０００

１,６８３,９０１
１,６８４,３２２

出納責任者氏名

候補者氏名 奥村　直樹
所属
党派

無所属

奥村　良治
第３回分

から

まで

令和３年
２月２５日
令和３年
２月２５日

０

期間

０
０
０
０

０

０

０
４２１

０

４２１

７３６,７６０

金　額

ポスターの作成

０

項目
支出のうち

公費負担相当額

総支部連合会

ビラの作成 ６０,０８０

国民民主党福岡県
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１　選挙の種類　　
　　令和３年１月３１日執行　北九州市議会議員一般選挙（小倉北区選挙区）　　
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

円
３　報告書の要旨

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

０

０

０

０

０

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

（法定選挙運動費用額） ５,７７２,５００

候補者氏名 大石　仁人

（氏名・団体名）

０

０

所属
党派

無所属
期間

令和３年
３月１６日

から
第３回分

０

出納責任者氏名 大石　照志
令和３年
３月１６日

まで

０

０

０ ０

０
２７,３４６

０

５６,０００
８１４,０００

０ ２７,３４６
２,３１３,１７３

４,１６５,９５３ ２,３４０,５１９

報告書受理年月日 令和３年３月１７日 第３回報告分

件

４,１６５,９５３

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成
ポスターの作成
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１　選挙の種類　　
　　令和３年１月３１日執行　北九州市議会議員一般選挙（小倉南区選挙区）　　
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

円
３　報告書の要旨

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

（法定選挙運動費用額） ５,８７４,４００

候補者氏名 森　結実子
所属
党派

立憲民主党
期間

令和３年
２月１６日

から
第２回分

出納責任者氏名 石﨑　奈津子
令和３年
３月４日

まで

０
（氏名・団体名）

４５,０００
０ ０

４,７９７
０
０
０
０

０ 件 ０ ０
０

０ ５,０３１

０ ５４,８２８
４,０００,０００ ２,８１５,４０９
４,０００,０００ ２,８７０,２３７

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０
ポスターの作成 ７２２,２６０

報告書受理年月日 令和３年３月４日 第２回報告分

候補者氏名 森　結実子
所属
党派

立憲民主党
期間

令和３年
３月５日

から
第３回分

出納責任者氏名 石﨑　奈津子
令和３年
３月１１日

まで

０
（氏名・団体名）

３,３００
０ ０

１０,２８７
０

０

０
０
０

０ 件 ０ ０

０ ０

２,８７０,２３７
２,８８３,８２４

項目 金　額
支出のうち
公費負担相当額

ビラの作成 ６０,０８０
ポスターの作成 ７２２,２６０

報告書受理年月日 令和３年３月１１日 第３回報告分

０ １３,５８７
４,０００,０００
４,０００,０００
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　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
円　選挙事務所費
　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

第３回分期間

令和３年
２月１６日

０

から

０

出納責任者氏名 吉村　ひろみ
令和３年
２月２４日

まで

候補者氏名 吉村　太志
所属
党派

自由民主党

（氏名・団体名）

０
０

０

０
０

０
０ 件 ０ ０

０
０ ３,８９３

０ ３,８９３

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０８０
ポスターの作成

１,７６０,０００ １,７３０,０７７
１,７６０,０００ １,７３３,９７０

６１４,２４０
報告書受理年月日 令和３年２月２５日 第３回報告分

０
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１　選挙の種類　　
　　令和３年１月３１日執行　北九州市議会議員一般選挙（若松区選挙区）　　
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

円
３　報告書の要旨

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
　選挙事務所費

円　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

（法定選挙運動費用額） ５,７４２,５００

候補者氏名 野村　まゆみ
所属
党派

無所属
期間

令和３年
２月１０日

から
第２回分

出納責任者氏名 野村　陽一
令和３年
３月９日

まで

１１７,０５５

０

（氏名・団体名）

０

０
０

１５,８４９

０ 件
０

０ １７,２１８

０
０ ０

１,１４３,０２８
３,０２２,０００ １,２９３,１５０

６０,０８０

３,０２２,０００

報告書受理年月日 令和３年３月１０日 第２回報告分

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成

ポスターの作成

０ １５０,１２２

２７６,６５０
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１　選挙の種類　　
　　令和３年１月３１日執行　北九州市議会議員一般選挙（八幡西区選挙区）　　
２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額

円
３　報告書の要旨

　収　入 　支　出
主たる寄附 人件費 円

（職業） （寄附額） 家屋費
個人寄付（カンパ箱） 円　選挙事務所費

　集合会場費
通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費

その他の寄附 食糧費
休泊費

その他の収入 雑費

今　　回　　計 今　　回　　計
前　　回　　計 前　　回　　計
総　　　　　計 総　　　　　計

円
円８８４,０００

報告書受理年月日 令和３年３月１８日 第２回報告分

１,０２０,４７５ １,５８５,４３１
１,０２５,５２５ １,５９４,４３１

支出のうち
公費負担相当額

項目 金　額
ビラの作成 ６０,０００
ポスターの作成

０
０ ２,０００

５,０５０ ９,０００

０
０ 件 ０ ０

０
０

まで

７,０００
０

令和３年
１月３１日

（氏名・団体名）
５,０５０ ０

０

第２回分
出納責任者氏名 中野　浩子

令和３年
３月１８日

から

０

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

（法定選挙運動費用額） ５,７８８,８００

候補者氏名 讃井　早智子
所属
党派

ふくおか市民政治ネッ
トワーク・北九州

期間
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北九州市選挙管理委員会告示第１９号

北九州市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和３年３月２４日 

北九州市選挙管理委員会 

委員長 富 増 健 次 

北九州市選挙管理委員会規程の一部を改正する告示

北九州市選挙管理委員会規程（昭和３８年北九州市選挙管理委員会告示第８

７号）の一部を次のように改正する。

第１２条第２項中「３回とする」を「２回招集する」に改め、同項に次のた

だし書を加える。

ただし、委員長が特別の事情があると認めるときは、これを変更すること

ができる。

付 則 

この告示は、令和３年３月２４日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第２０号 

北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る規程の一部を改正する告示を次のように定める。

令和３年３月２４日

                     北九州市選挙管理委員会

                      委員長 富 増 健 次

北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費 

負担に関する規程の一部を改正する告示

北九州市議会議員及び北九州市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る規程（平成５年北九州市選挙管理委員会告示第２８号）の一部を次のように

改正する。

第１号様式その１中「印」を削り、同様式の備考中第４項を第５項とし、第

３項の次に次の１項を加える。 

４ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第１号様式その２中「印」を削り、同様式の備考中第２項を第３項とし、第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第１号様式その３中「印」を削り、同様式の備考中第２項を第３項とし、第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第２号様式その１中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 

６ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第２号様式その２中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 
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４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第２号様式その３中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第４号様式その１から第６号様式までの様式中「印」を削る。 

第７号様式その１中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 

４ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代

表者）本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

第７号様式その２中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代

表者）本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

第７号様式その３中「印」を削り、同様式の備考に次の１項を加える。 

３ 契約業者等（法人にあっては、その代表者）本人が提出する場合にあ

っては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあ

っては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、契約業者等（法人にあっては、その代

表者）本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。

付 則

 この告示は、令和３年３月２４日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第２１号 

北九州市長選挙選挙公報発行に関する規程の一部を改正する告示を次のよう

に定める。

令和３年３月２４日

                     北九州市選挙管理委員会

                      委員長 富 増 健 次

北九州市長選挙選挙公報発行に関する規程の一部を改正する告示

北九州市長選挙選挙公報発行に関する規程（昭和４１年北九州市選挙管理委

員会告示第１５号）の一部を次のように改正する。

別記第２号様式中「 」を削り、同様式の備考を次のように改める。

備考

１ この申請書は、  年  月  日午後５時までに北九州市選挙管理

委員会に提出のこと。

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人

の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第３号様式中「 」を削る。

別記第４号様式中「 」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代

理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署

名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

付 則

この告示は、令和３年３月２４日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第２２号 

北九州市議会議員選挙選挙公報発行に関する規程の一部を改正する告示を次

のように定める。

令和３年３月２４日

                     北九州市選挙管理委員会

                      委員長 富 増 健 次

北九州市議会議員選挙選挙公報発行に関する規程の一部を改正す

る告示

北九州市議会議員選挙選挙公報発行に関する規程（令和元年北九州市選挙管

理委員会告示第１０号）の一部を次のように改正する。

第２号様式中「 」を削り、同様式の備考を次のように改める。

備考

１ この申請書は、  年  月  日午後５時までに当該区の選挙管理

委員会に提出のこと。

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人

の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

第３号様式中「 」を削る。

第４号様式中「 」を削り、同様式の備考を次のように改める。

備考 

１ この申請書は、  年  月  日午後５時までに当該区の選挙管理

委員会に提出のこと。

２ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人

の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

付 則

この告示は、令和３年３月２４日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第２３号 

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等の政治活動

に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。

令和３年３月２４日

                     北九州市選挙管理委員会

                      委員長 富 増 健 次

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等

の政治活動に関する規程の一部を改正する告示

公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政治団体等の政治活動

に関する規程（昭和３８年北九州市選挙管理委員会告示第１４号）の一部を次

のように改正する。

第２５条第２項中「記入し、押印しなければ」を「記入しなければ」に改め

る。

別記第１号様式中「 」を削り、「、設置したからお届けします」を「設置

したので届け出ます」に改め、同様式の備考を次のように改める。

備考

１ 推薦届出者が設置者である場合は、次の文書を添付すること。

（１） 候補者の承諾書（別記第２号様式その１）

（２） 推薦届出者が２人以上あるときは、設置者がその代表者である

旨の証明書（別記第２号様式その２）

２ 設置者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、設置者本人

の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第２号様式（その１）及び別記第２号様式（その２）中「 」を削る。

別記第３号様式中「 」を削り、「からお届けします」を「ので届け出ます

」に改め、同様式の備考を次のように改める。

備考

１ 推薦届出者が設置者である場合は、次の文書を添付すること。

（１） 候補者の承諾書（別記第２号様式その１）

（２） 推薦届出者が２人以上あるときは、設置者がその代表者である 

旨の証明書（別記第２号様式その２）

２ 設置者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、設置者本人
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の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第５号様式中「 」を削り、「お届けします」を「届け出ます」に改め

、同様式に備考として次のように加える。

備考 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代

理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署

名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第７号様式中「 」を削る。

別記第１１号様式（その１）中「 」を削り、「、選任しましたからお届け

します」を「選任したので届け出ます」に改め、同様式の備考を次のように改

める。

備考 

１ 推薦届出者が選任者である場合は、次の文書を添付すること。

（１） 候補者の承諾書

（２） 推薦届出者が２人以上あるときは、選任者がその代表者である

旨の証明書

２ 前項各号に規定する文書は、別記第２号様式（その１）及び別記第２

号様式（その２）に準じて作製すること。

３ 選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、選任者本人

の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第１１号様式（その２）中「 」を削り、「、異動したからお届けしま

す」を「異動したので届け出ます」に改め、同様式の備考を次のように改める

。

備考

１ 推薦届出者が選任者である場合は、次の文書を添付すること。

（１） 候補者の承諾書

（２） 推薦届出者が２人以上あるときは、選任者がその代表者である

旨の証明書

２ 前項各号に規定する文書は、別記第２号様式（その１）及び別記第２

号様式（その２）に準じて作製すること。

３ 選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を

、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該

代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、選任者本人
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の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第１２号様式（その１）中「 」を削り、「お届けします」を「届け出

ます」に改め、同様式の備考を次のように改める。

備考

１ 推薦届出者氏名は、出納責任者を選任した推薦届出者に事故があると

き、又は欠けたときに記入すること。

２ 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提

出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び

当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、職務代

行者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

 別記第１２号様式（その２）中「 」を削り、「お届けします」を「届け出

ます」に改め、同様式に備考として次のように加える。

備考 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提

出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当

該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、職務代行者

本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

別記第１５号様式及び別記第１５号様式の２中「 」を削る。

別記第１６号様式を次のように改める。
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第１６号様式（第２６条関係）

                          ○年○月○日  

北九州市選挙管理委員会委員長 氏名 様

政治団体名

事務所所在地

代表者氏名 

政談演説会開催届出書

○年○月○日執行の○○選挙の政談演説会を、次のとおり開催したいの

で届け出ます。

開催月日 ○月○日

使用する施設の名称

使用する施設の所在地

備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人

確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任

状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行う

こと。ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置

がある場合はこの限りではない。

政談演説会開催確認票

○年○月○日執行の○○選挙において、政談演説会の開催届出があった

ことを確認する。

○年○月○日

               北九州市選挙管理委員会委員長 氏名 印

政治団体名

代表者氏名

開催月日   ○月○日○時から  ○時まで

施設の名称
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 別記第１６号様式の３中「責任者」を「代表者」に改め、「 」を削り、「

お届けします」を「届け出ます」に改め、同様式に備考として次のように加え

る。

 備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確

認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。

ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場

合はこの限りではない。

 別記第１７号様式中「責任者」を「代表者」に改め、「 」を削り、「お届

けします」を「届け出ます」に、「引続いて」を「引き続いて」に改め、同様

式に備考として次のように加える。

 備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確

認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の

提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。

ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場

合はこの限りではない。

付 則

 この告示は、令和３年３月２４日から施行する。
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北九州市選挙管理委員会告示第２４号

選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会等取扱規程の一部を改正す

る告示を次のように定める。

令和３年３月２４日

                     北九州市選挙管理委員会

                      委員長 富 増 健 次

選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会等取扱規程の一

部を改正する告示

選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会等取扱規程（昭和３８年北

九州市選挙管理委員会告示第１５号）の一部を次のように改正する。

別記第７号様式中「○印 」を削り、備考として次のように加える。

備考 公職の候補者等（候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあって

は、その代表者）本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は

提出を、その者の代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出

及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職

の候補者等（候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等にあっては、その

代表者）本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。

付 則

 この告示は、令和３年３月２４日から施行する。

31


